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※
市
町
村
民
税
の
課
税
状
況
の
確
認
は
、
電

話
に
よ
る
回
答
は
対
応
で
き
ま
せ
ん
。

◆
制
度
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

　

厚
生
労
働
省　

給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
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広
報
６
月
号
で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
し
た

た
、『
臨
時
福
祉
給
付
金
』
の
申
請
受
付
け

が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

給
付
の
対
象
者
等
の
詳
細
は
次
の
と
お
り

で
す
。

■
対
象
者

　

平
成
27
年
１
月
１
日
時
点
で
、
周
防
大
島

町
に
住
民
票
が
あ
り
、
平
成
27
年
度
分
の
市

町
村
民
税
（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
な

い
方
。

　

た
だ
し
、
市
町
村
民
税
（
均
等
割
）
が
課

税
さ
れ
て
い
る
方
に
扶
養
等
さ
れ
て
い
る
方

や
、
生
活
保
護
制
度
の
被
保
護
者
と
な
っ
て

い
る
方
な
ど
は
対
象
外
で
す
。

■
給
付
額

　

対
象
者
１
人
に
つ
き
６
０
０
０
円

■
申
請
手
続
き

　

給
付
の
対
象
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
方

へ
、
８
月
上
旬
ご
ろ
郵
便
（
封
書
）
で
ご

案
内
し
て
い
ま
す
。
申
請
書
の
記
載
内
容

を
確
認
い
た
だ
き
、
必
要
事
項
等
を
記

入
・
押
印
の
う
え
必
要
資
料
と
共
に
、
最

寄
り
の
役
場
総
合
支
所
・
出
張
所
ま
た

は
福
祉
課
へ
ご
提
出
く
だ
さ
い
。（
返
信

用
封
筒
に
よ
る
郵
送
提
出
も
可
能
で
す
。）

■
申
請
期
限　

11
月
中
旬
（
詳
し
く
は
郵
送

し
た
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。）

◆
申
請
方
法
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課　

民
生
福
祉
班

受
付
が
は
じ
ま
り
ま
し
た

臨
時
福
祉
給
付
金
の
申
請

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

『
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
』
の
申
請

　

広
報
６
月
号
で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
し
た

『
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
』
の
申
請

期
限
は
、
９
月
７
日
㈪
ま
で
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

給
付
の
対
象
と
な
る
の
は
、
平
成
27
年
６

月
分
の
児
童
手
当
（
特
例
給
付
を
除
く
）
の

支
給
を
受
け
る
方
と
な
っ
て
お
り
、
６
月
上

旬
に
「
児
童
手
当
現
況
届
」
の
ご
案
内
と
共

に
『
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
』
の
申

請
の
ご
案
内
を
送
付
し
て
い
ま
す
。。

　

申
請
が
ま
だ
の
方
は
、
福
祉
課
又
は
最
寄

り
の
役
場
総
合
支
所
・
出
張
所
へ
期
限
ま
で

に
忘
れ
ず
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
平
成
26
年
中
の
所
得
状
況
に
よ
り
、

給
付
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合
も
あ
り
ま

す
こ
と
を
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
給
付
金
の
支
給
は
、
平
成
27
年
10

月
中
旬
頃
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

※
公
務
員(

国
県
市
町
職
員
・
警
察
官
・
消

防
署
員
等)

の
方
へ

　

勤
務
先
の
児
童
手
当
担
当
部
署(

給
与
担

当
部
署)

等
よ
り
、『
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例

給
付
金
』
申
請
案
内
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ

の
指
示
に
従
い
９
月
７
日
㈪
ま
で
に
福
祉
課

ま
た
は
最
寄
り
の
役
場
総
合
支
所
・
出
張
所

へ
申
請
し
て
下
さ
い
。

　

勤
務
先
よ
り
案
内
の
無
い
方
は
、
勤
務
先

の
担
当
部
署
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ　

福
祉
課　

民
生
福
祉
班　

☎
０
８
２
０
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７
）
５
５
０
５

申
請
の
期
限
は
９
月
７
日
㈪
ま
で
で
す

や な い 警 察 署

だ

よ

り

自転車盗被害を防ごう！

　柳井署管内で発生した自転車盗の多くは無施錠で駐輪中に被害に遭ってい
ます。被害防止のため、自転車を駐輪する際は、必ず鍵をかけましょう。
　特に夏休み等で長い間利用しない自転車は確実に施錠しましょう。
　※自転車の鍵と一緒にワイヤー錠等で「ツーロック」すると防犯効果が高
　　まります。

◆問い合わせ　周防大島幹部交番　☎０８２０（７２）０１１０
　　　　　　　柳井警察署　☎０８２０（２３）０１１０

カクニンジャ

申請じゃ！

確認じゃ！


